


このガイドブックは、京田辺市での子育てに役立つ情報をまとめたものです。

子育てで困ったとき、何か知りたいとき開いてみてください。
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京田辺市子育て応援事業 P3,4



京田辺市では、妊娠・出産から１８歳までの子育てに寄り添い、さまざまな

かたちでサポートしています。

妊娠前 妊娠 出生 1～3か月 4～6か月
7～8
か月

10～
12か月

１歳

□不妊治療費
助成事業

□歯のひろば（全年齢対象）

□風疹

■妊娠届
■妊産婦健康診査
■妊婦歯科健康診査
□不育治療費助成事業
□助産制度
□妊婦支援給付金

□市町村民税非課税世帯に
対する産科受診等支援事業

□パパママセミナー（クッキング編）

□パパママセミナー（ハローベビー編）

■：全員対象
(※)手当については、各制度により対象

が異なります。
□：希望者等に対して、実施しています。

■出生届
■児童手当
■子育て支援医療費助成
□未熟児養育医療給付
□特別児童扶養手当・京田辺市心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当
□児童扶養手当・京田辺市特別児童福祉手当
■新生児聴覚検査費用助成事業

■離乳食教室（3か月児健診）

■乳児歯科相談
（10か月児
発達相談）

■離乳食相談
（10か月児発達相談）

■肺炎球菌（追加1回）
■五種混合（1期追加1回）
■MR1期
■水痘（2回）

■歯科健診・
歯科教室

（1歳6か月児健診）

■栄養相談
（1歳6か月児健診）

制度

手当
(※)

□パパママセミナー（チャレンジ編・ハローベビー編）
□妊婦訪問指導（保健師・栄養士・家庭相談員等）
□産前・産後サポート事業（妊娠中～産後1年まで）
■妊娠8か月アンケート・面談

■母子手帳発行（面談）
■支援プランの作成
（状況に応じて随時見直し）

□訪問支援事業：とんとんママ/子育て支援センター（妊婦～未就園児のいる家庭）

□産前・産後ホームヘルパー事業（産後1か月まで）

□地域子育て相談機関での来所・電話相談、保健師や相談員による電話・訪問相談等

□発達相談会
（月１回：就学前まで）

相談

訪問

指導

乳幼児
健診

発達に
関する
こと

□すくすく相談（理学療法士）

■1か月児健康診査
■3か月児健康診査

□乳児訪問事業（民生委員・児童委員・主任児童委員）

■こんにちは赤ちゃん訪問（保健師）

□産後ケア事業（産後1年まで）

■1０か月児
発達相談

□個別発達相談
（発達相談員）

□親子ぴよぴよ教室
（１～２歳児）

■1歳6か月児
健康診査

□電話相談・訪問指導（栄養士・保健師/随時）

■肺炎球菌
（初回3回）
■五種混合（1期初回3回）
■Ｂ型肝炎（4回）
■ロタ（2or3回）

■BCG

栄養

歯科

予防
接種

□BP1プログラム

■6か月児アンケート
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□食事に関する相談事業（不定期）



２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ９歳 １１歳 １５歳
～１８
歳

□就学支援

■日本脳炎
１期（追加）

■日本脳炎１期
（初回2回）

■歯科健診・歯科相談
（３歳6か月児健診）

■日本脳炎２期 ■二種混合■MR2期（年長児）

□就園支援

■３歳６か月児
健康診査

□発達支援事業（保育所等巡回相談・幼稚園連携）

□児童発達支援事業（児童デイサービス）

■２歳児
発達相談

□あしあとファイル・連絡シートの作成

□思春期育児
体験事業

▶就学先へつなぎます

□就学支援
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子育て支援課では「こども家庭センター」として、地域の身近な

地域子育て相談機関（地域子育て支援センターや児童館、こども

と家族の相談室『ミモザ』等）と連携し、こどもや妊産婦さん・

子育て中のご家庭からの相談をお受けしています。

■５歳児
健康診査



●母子健康手帳 子育て支援課 ☎0774-64-1377

医療機関で「妊娠」と診断された方は、母子健康手帳の交付を受けましょう。母子健康手帳は、お母さんと
お子さんの健康の記録をつけるほか、健診や相談を受けるときに、医師・助産師・保健師などに記録しても
らってください。予防接種を受けるときにも必要になります。

■必要なもの ①妊婦のマイナンバーがわかるもの ②本人確認できるもの

※代理人が来られる場合は、①と②（代理人の方のもの）に加えて、委任状が必要です。

※外国語版や点字のものもあります。

安心して育児ができるよう、家族で協力して赤ちゃんを迎える準備をしましょう。

市から受けられるサービスは、どのようなものがあるのか知っておくといいですね！

●妊婦健康診査 子育て支援課 ☎0774-64-1377

妊娠届出時に受診券綴を交付します。多胎妊婦の方は、多胎妊婦健康診査受診券を併せて交付します。
健やかな妊娠・出産のために妊婦健康診査を必ず受けましょう。

■利用可能医療機関 京都府内・大阪府内の委託医療機関及び京都府内の委託助産所

（助産所では、基本健診のみ公費負担の対象となります。）

※上記以外の医療機関、助産所を受診される場合、後から受診費用の一部が助成される制度があります。

●妊婦歯科健康診査 子育て支援課 ☎0774-64-1377

妊娠中はむし歯や歯周病になりやすいといわれています。生まれてくる赤ちゃんとお母さん自身のために、
歯科健診を受けて、むし歯などの治療をしておきましょう。妊婦歯科健康診査受診票で妊娠期間中に1回歯科
健康診査を無料（公費負担）で受けることができます。

■利用可能医療機関 京田辺市内の委託医療機関

※出産後は受診票を使用できません。健診後の治療にかかる費用については自己負担となります。

シリーズ 内 容

ハローベビー編
・歯科衛生士によるお話「歯の強い子を産むために」、ブラッシング指導
・乳幼児健診、予防接種の説明、遊び場の紹介・先輩ママとの交流

チャレンジ編

・パパに妊婦体験をしてもらいましょう
・沐浴体験（赤ちゃん人形で抱っこ・オムツ替え・着替え等の育児手技体験もします）
・産後の生活をご夫婦でイメージしてみましょう
・赤ちゃんとの生活について

クッキング編 ・栄養士による食事についてのお話・調理実習（手軽に作れるワンプレート食）・離乳食のお話

●パパママセミナー 子育て支援課 ☎0774-64-1377

これから赤ちゃんを迎えるプレパパ、プレママを対象にセミナーを開催しています。妊娠中の不安を解消
したり、同じ妊娠中のママ同士が知り合ったりするきっかけにもなります。（すべて申込制）

■対象 妊婦と配偶者の方（産院のセミナーに参加された方や、2人目・3人目出産予定の方も参加できます。）

※チャレンジ編は必ずご夫婦（パートナー）で参加してください。

※開催日や募集定員などは、子育て支援課までお問い合わせください。

1．赤ちゃんを迎えるまで
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●妊婦支援給付金 子育て支援課 ☎0774-64-1377

妊娠届出時から必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実させるとともに、子育て家庭への経済的支援を
行う「妊婦支援給付金」を実施しています。 妊婦支援給付金(1回目)：妊娠届出時にご案内します。

妊娠8か月ごろにも、アンケートを実施します。

●産前・産後サポート事業 子育て支援課 ☎0774-64-1377

助産師が自宅に訪問したり、妊婦さん同士や同じ月齢の児をもつ保護者が集まって、妊娠、出産、
子育ての不安や悩みを相談したりすることができます。子育て支援課に申請が必要です。



●助産制度 子育て支援課 ☎0774-64-1376

妊産婦が経済的な理由で入院助産を受けることができないとき、指定の助産施設に入所手続きをとることが
できます。利用を希望される場合は、妊娠がわかったらすぐに子育て支援課へご相談ください。

■対象 本市に住民登録がある妊産婦で、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯など経済的な理由で入院助産を受けることができない方

※加入する健康保険から488,000円以上の出産育児一時金等が給付される場合は対象とならないことがあります。

※世帯の所得に応じて一部負担金が生じます。

●妊娠や出産、不妊に関する京都府の相談窓口 ☎075-692-3449

「思いがけない妊娠で悩んでいる」「こどもがほしいけど、今何ができる？」などのご相談に応じます。

■対象 妊娠・出産、不妊（不育を含む）に関する不安のある方とその家族の方

■相談員 助産師資格を有する専任相談員

●不妊治療の助成金 子育て支援課 ☎0774-64-1377

不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担の軽減のため、治療に要する費用に関して助成をしています。

■対象 京都府内に1年以上住所を有し、かつ、京田辺市に住民登録している間に不妊・不育治療を受けられた方等

■対象の治療 不妊治療等 (1)保険適用となる不妊治療の費用に対しての自己負担医療費

(2)先進医療に対しての自己負担医療費

不育治療等 不育症の原因を特定するための検査及び治療にかかる自己負担医療費（保険適用分）

●産前・産後ホームヘルパー派遣事業 子育て支援課 ☎0774-64-1377

安心して出産、子育てができるように家事や育児が困難な家庭に対してヘルパーを派遣し、援助等を行います。

■対象 産前 ①切迫流産、つわりなどで体調不良のある妊婦がいる家庭

産後 ②育児支援を受けることができない産婦がいる家庭

③体調不良で育児支援を受けることができない産婦がいる家庭

④多胎で出生した乳児を養育する産婦がいる家庭

■利用可能期間 ①体調不良時～出産前 ②産後1か月まで ③最長産後6か月まで ④最長産後1年間

■サービス内容 家事援助（料理・洗濯・掃除・買い物等）、育児援助（授乳・沐浴・おむつ交換等）、その他必要と認められるサービス

■手数料 1時間あたり0～880円（前年分の所得税額により）

※派遣時間及び日数は、申請後に行う状況確認の訪問時に聞き取り、決定します。
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●市町村民税非課税世帯等妊婦に対する産科受診等支援事業 子育て支援課 ☎0774-64-1377

初回産科受診料（妊娠の診断に要する費用）を助成します。

■対象 市町村民税非課税世帯等に属する方 等

※保険診療自己負担分や初回の産科受診と同時に実施する妊婦健康診査は、対象外となります。



すぐに手続きしよう！

こどもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届などの手続きを行いましょう。

●出生届 市民年金課 ☎0774-64-1330

こどもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出しましょう。
■届出人 父、母
■必要なもの 出生届（出生証明書のあるもの）母子健康手帳 （印鑑 ※出生届への押印は任意）

●国民健康保険加入 国保医療課 ☎0774-64-1332

こどもが国民健康保険に加入する場合、手続きが必要です。生まれた日を含めて14日以内に手続きし
てください。国民健康保険以外の社会保険等に加入する場合は、社会保険等に届出してください。

■必要なもの 父又は母の本人確認できるもの

●子育て支援医療費助成制度 子育て支援課 ☎0774-64-1376

0歳から高校生の年齢まで（満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで。4月1日生まれの方は、18歳
の誕生日の前日まで）のこどもを対象に、入院・入院外の医療費の一部を助成します。福祉医療助成制度
や生活保護を受けている場合は対象外となります。
■助成内容 保険診療分の一部負担金のうち、１医療機関、1か月につき200円を超える額を助成します。

この助成を受けるためには、市から「子育て支援医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。
※「子育て支援医療費受給者証」は府内医療機関でのみ使用できます。府外医療機関を受診した際などは、
償還払いの手続きを行ってください。後日、助成の対象となる金額を、ご指定の口座に振り込みます。

■必要なもの 【受給者証の交付】こどもの健康保険資格が確認できる書類等
【償還払い手続き】預金通帳（保護者のもの） こどもの健康保険資格が確認できる書類等

領収書（原本） 子育て支援医療費受給者証
※このほかにも書類が必要になることがあります。詳しくは市ホームページをご確認ください。

2．赤ちゃん、誕生！
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●産婦健康診査 子育て支援課 ☎0774-64-1377

産婦健康診査費用が公費負担となります。妊娠届出時に交付する妊産婦健康診査受診券綴をご使用
ください。産後のお母さんの健康を守るために、健康診査を必ず受けましょう。

■利用可能医療機関 京都府内・大阪府内の委託医療機関及び京都府内の委託助産所
※上記以外の医療機関、助産所を受診される場合、後から受診費用の一部が助成される制度があります。

●新生児聴覚検査 子育て支援課 ☎0774-64-1377

新生児の聴覚検査費用が公費負担となります。妊娠届出時に交付する受診券綴をご使用ください。
先天性難聴の早期発見・早期療育のために重要な検査です。必ず受けましょう。

■利用可能医療機関 京都府内・大阪府内の委託医療機関
※上記以外の医療機関、助産所を受診される場合、後から受診費用の一部が助成される制度があります。



●未熟児養育医療給付 子育て支援課 ☎0774-64-1376

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする新生児の医療費の一部を公費負担し、健やかな
成長を支援する制度です。利用する際は申請が必要ですので、子育て支援課へご相談ください。

■対象 医師が指定養育医療機関での入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児

※世帯の市民税額に応じて、自己負担金があります。

●出産育児一時金 国保加入者→国保医療課 ☎0774-64-1332

被保険者が出産したとき、出産にかかる経済的負担を軽くするため、一定の金額が支給されます。
妊娠12週（85日）以降であれば死産・流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関などに
直接支払われます（直接支払制度）。

なお、出産費用が一時金を超える場合、差額分は自己負担となります。反対に下回る場合は差額分
を加入している健康保険へ請求することができます。

※社会保険や京田辺市以外の国民健康保険に加入している場合は、加入先の健康保険担当窓口にお問い合わせください。

※「第3子以降」とは、大学生年代まで（22歳に達した日以後の最初の3月31日まで）の養育している児童のうち、

3番目以降をいいます。

児童の年齢 1人当たり月額

3歳未満 15,000円（第3子以降は30,000円）

3歳～高校生年代 10,000円 （第3子以降は30,000円）

●児童手当 子育て支援課 ☎0774-64-1376

■対象 高校生年代まで（18歳に達した日以後の最初の3月31日まで）の児童を養育している人
※公務員の方は、勤務先から支給となります。勤務先にお問い合わせください。

■必要なもの 請求者の預金通帳 請求者の健康保険資格が確認できる書類等
請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの 請求者の本人確認ができるもの
※このほかにも書類が必要になることがあります。

■支給時期 偶数月
※原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

■支給金額
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●産前産後保険税免除制度 国保加入者→国保医療課 ☎0774-64-1332

国民健康保険の加入者で出産をされた場合は、出産した（予定）月の前月からの4か月（双子等の多胎
の場合は、出産した（予定）月の3か月前からの6か月）分について、国民健康保険税の均等割と所得割が
免税となります。申請は出産予定日の6か月前から可能です。

■必要なもの 母子健康手帳 申請される方の本人確認ができるもの

※社会保険や京田辺市以外の国民健康保険に加入している場合は、加入先の健康保険担当窓口にお問合せください。



赤ちゃんの成長や、お母さんの悩みなどについて、お話しする場を設けています。心配なこと、

気になること、何でも話してみましょう！

●乳幼児健康診査・相談事業 子育て支援課 ☎0774-64-1377

お子さんの健康状態（発育・栄養状態）を確認することを目的として行っています。

■実施場所 保健センター(市役所東側）
■実施日時 母子保健日程表をご覧ください。（毎年3月に全戸配布・ホームページ掲載・市内施設などに配架）

※各健診・発達相談は、対象日の10日～2週間前に個別に案内を郵送します。

種別 事業名 内容

乳
幼
児
健
診

1か月児健康診査
（医療機関にて個別健診）

内科健診・身体計測・発達の確認

3か月児健康診査 内科健診・身体計測・発達の確認・離乳食教室

1歳6か月児健康診査
内科健診・身体計測・歯科健診・
発達の確認・栄養相談・歯磨き指導

3歳6か月児健康診査
内科健診・身体計測・歯科健診・尿検査・

発達の確認・歯科相談・屈折検査

5歳児健康診査 内科健診・身体計測・発達の確認・屈折検査

相
談
事
業

10か月児発達相談 発達の確認・身体計測・栄養相談・歯科相談

2歳児発達相談 発達の確認・身体計測

発達相談会 発達（認知・言語等）の相談

3．すくすく育っているかな？

●赤ちゃん訪問（こんにちは赤ちゃん訪問事業）子育て支援課 ☎0774-64-1377

赤ちゃんが生まれた家庭に、保健師・助産師等による家庭訪問を実施しています。赤ちゃんの様子を
みたり、お母さんの体調や赤ちゃんの発育・発達などについて相談を受けたりします。

■訪問時期 生後２～３か月頃（個別に連絡します）

産後のメンタルヘルス

出産後は、身体面だけでなく気持ちの面でも不安定
になりがちです。特に、育児中心の生活でストレスが
たまりやすく、からだもこころも疲れやすくなります。
子育て支援課の保健師に気軽に相談してください。

赤ちゃんには絵本をプレゼント♪
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●産後ケア事業 子育て支援課 ☎0774-64-1377

出産後、心身のケア等が必要な場合に、医療機関へ宿泊したり、助産師が自宅に訪問して保健指導等を
受けたりすることができます（所得に応じて自己負担がありますが、減免を受けることができます）。

子育て支援課まで申請してください。

はぐはぐ赤ちゃん応援事業

3か月児健康診査対象児の保護者に、防災や
子育てに役立てていただく用品をプレゼント
します。詳しくは、3か月児健康診査でご案内
します。

●妊婦支援給付金 子育て支援課 ☎0774-64-1377

妊娠届出時から必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実させるとともに、子育て家庭への経済的支援を
行う妊婦支援給付金を実施しています。

妊婦支援給付金(2回目)：赤ちゃん訪問時にご案内します。



予防接種スケジュール ※令和7年4月1日現在
（一例です。詳しくはかかりつけ医、子育て支援課までご相談ください。）

●定期予防接種 子育て支援課 ☎0774-64-1377

予防接種には、法律で定められた接種開始時期、接種間隔、接種できる期限があります。期間を過ぎてしまう
と公費負担で受けられず、有料となりますので注意しましょう。詳しくは「母子保健事業日程表」（子育て支援
課窓口や赤ちゃん訪問で配布）をご確認ください。

予防接種は、病気への抵抗力（免疫）をつけ、病気の流行を防ぐものです。京田辺市では、

公費負担で接種できる予診票を接種可能時期に合わせて郵送しています。

4．予防接種を受けよう

個別接種
BCG、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス感染症、五種混合、ＭＲ、水痘、日本脳炎、二種混合

場所：市内委託医療機関
時間：診療時間内（予約制の病院があります。）
持ち物：予診票兼受診票、母子健康手帳、健康保険資格が確認できる書類等、子育て支援医療費受給者証

誕生 おめでとうございます！

2か月～
小児用肺炎球菌 1期初期（3回）
B型肝炎（2回） ロタウイルス感染症（ロタテック3回又はロタリックス2回）
五種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ）1期初回（3回）

５か月～ BCG

6か月～ B型肝炎（3回目）

1歳

MR（麻しん風しん混合） 1期
水痘（2回）
小児用肺炎球菌 1期追加
五種混合 1期追加

3歳 日本脳炎 1期初回（2回）

4歳 日本脳炎 1期追加

年長児 MR 2期

就学 ピカピカの一年生おめでとうございます！

9歳 日本脳炎 2期

11歳 二種混合（ジフテリア・破傷風）

生後2か月頃から予診票を個別にお送りします。接種期間に注意し、

医療機関へ受けに行ってください。
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●子育て相談室『はぐはぐ』☎0774-64-1376・0774-64-1377

妊娠・出産・子育てに関する様々なことについて相談を受け付けています。

保健師等の専門職が対応するとともに、保育士資格を持った職員が、保育施設や地域
の子育て支援事業など、市内の子育てに関する情報提供をしています。

■受付時間 月～金曜日 8：30～17：15 （祝日・年末年始を除く）
愛称の『はぐはぐ』には、温かく抱きしめる
（はぐ＝hug)と、子ども達を包み込み育（は
ぐく）んでいきたいと想いを込めています。

●京田辺市地域子育て相談機関

地域子育て支援相談機関では、子育て中の心配や疑問、悩みなどの相談に個別に応じます。

こどもと家族の相談室『ミモザ』☎080ｰ7007ｰ7029 ✉mimosa@904n.co.jp

■利用時間 火～金曜日 10:00～18:00 土曜日10:00～17:00 (※)

地域子育て支援センター田辺 ☎0774ｰ62ｰ3511 ■利用時間 火・木・金曜日 9:30～11:30/13：00~16:00(※)

地域子育て支援センター三山木 ☎0774ｰ68ｰ5570 ■利用時間 日～金曜日 9:30～16:30(※)

地域子育て支援センター松井山手 ☎0774ｰ64ｰ0166 ■利用時間 月～土曜日 9:30～16:30(※)

子育てひろば『てふてふ』 ☎0774ｰ62ｰ3731 ■利用時間 月・火・木・金曜日 10:00～15:00(※)

田辺児童館 ☎0774ｰ63ｰ1081 ■利用時間 火・木・金曜日 9:30～11:30/13:00~16:00(※)

普賢寺児童館 ☎0774-65ｰ0153 ■利用時間 月～金曜日 9:30～11:30/13:30~16:30 (※)

大住児童館 ☎0774-68ｰ2225 ■利用時間 月～土曜日 13:00～16:00(※)

南山こどもセンター ☎0774-62ｰ4458 ■利用時間 月～金曜日 9:30～11:30/13：30~15:30 (※)

はぐはぐルーム松井山手 ☎0774-65ｰ1170 ■利用時間 月～金曜日 9:30～16:30(※)

（※祝日・年末年始を除く）

子育てをしていると誰でも心配なことが出てきたり、不安に感じたりすることがあります。

子育てに「これが正解！」という道筋はないけれど、話してみると少し楽になれるかも…

5．不安な時は相談しちゃおう！

◇子育てのことで、ちょっと聞いてみたい ◇赤ちゃんから思春期まで、いろいろな悩みを相談したい

●すくすく子育て訪問相談

地域子育て支援拠点施設の広場に出向いていくのがちょっとしんどいな･･･という時は、広場のスタッ
フがご自宅へ訪問してご相談に応じます。まずは、お電話ください。

地域子育て支援センター三山木 ☎0774-68ｰ5570

■受付時間 日～金曜日 9：30～16：30（祝日・年末年始を除く）

地域子育て支援センター松井山手 ☎0774-64ｰ0166

■受付時間 月～土曜日 9：30～16：30（祝日・年末年始を除く）

子育てひろばてふてふ『とんとん・ママ』 ☎090ｰ3619ｰ1561 ✉tonton@soyosapo.jp

■受付時間 月～金曜日 8：30～17：00（祝日・年末年始を除く）
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●家庭児童相談室 ☎0774-64-1309【相談専用】

学校生活、家庭環境、生活習慣等、18歳未満のこどもに関する相談に家庭相談員が応じます。

相談専用メールアドレス：oyakosos@city.kyotanabe.lg.jp

※相談内容は秘密を厳守します。

■受付時間 月～金曜日 8：30～17：15 （祝日・年末年始を除く）

京田辺市こども家庭センター（子育て支援課内）

この看板が目印です。



●宇治児童相談所京田辺支所 ☎ 0774-68-5520 京田辺市興戸小モ詰18−1

児童福祉司、心理判定員が相談に応じます。 ■受付時間 月～金曜日 8：30～17：15 （祝日除く）

●女性の相談室（女性交流支援ルーム） ☎0774-65-3727【相談専用】アル・プラザ京田辺店２階

女性のさまざまな悩みをお聴きし、ともに考え、次の一歩を踏み出すためのお手伝いをします。

■受付時間 一般相談 毎週月～金曜日 10：00～12：00 13：00～17：00（電話相談・面接相談）（※）

■受付時間 専門相談 毎月第1・3木曜日、偶数月第4金曜日 13：30～16：30【予約制】（※）

■受付時間 法律相談 毎月第4水曜日（祝日の場合は第3水曜日）13：30～15：30【予約制】（※）

※まずは、お電話ください。（※祝日・年末年始を除く）

●山城こども家庭センターだいわ ☎0774-98-3846 相楽郡精華町南稲八妻笛竹37

相談員、心理士が相談に応じます。プレイセラピーやカウンセリングもしています。

■受付時間 月～金曜日 9：00～17：00

●京都府南部家庭支援センター（宇治児童相談所） ☎0774-43-9911【相談専用】

宇治市大久保町井ノ尻13−1 配偶者暴力相談支援センター

女性の相談・DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する悩みを女性相談支援員がお受けします。
他機関の情報提供や、必要に応じて保護及び支援をします。

■受付時間 電話相談 月～金曜日 9：00～17：00 ※面接相談は予約が必要です。まずは、お電話ください。

◇夫婦のこと、女性のいろいろな悩みを相談したい
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●京都府立こども発達支援センター（すてっぷセンター） ☎0774-64-6141

京田辺市田辺茂ケ谷186−1

「通園・通所部門」「診療所部門」「地域支援部門（相談支援事業所「はあとらっぷ」）」があり、医師に
よる診察（検査・訓練等）診断や、総合的な療育と相談を行い、こどもたちの健やかな成長・発達を支援して
います。

■開館時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）

■利用対象 京都府南部在住の0～18歳で発達の遅れや障がいの疑いがあるこども

《診療所部門の案内》

■診療日程 小児科、児童精神科：月～金曜日 整形外科：月、木曜日

■休診日 土曜日・日曜日、祝日、年末年始

■受診方法 完全予約制。電話もしくは来所にて予約を受け付けています。

●発達相談会 子育て支援課 ☎0774-64-1377

未就学児を対象とし、事前申込制で、認知・言語等の発達についての心配や不安なことに発達相談員が
相談に応じます。 ■利用時間 毎月1回 ※母子保健事業日程表に掲載している日程 9：30～11：30

●個別発達相談【予約制】 子育て支援課 ☎0774-64-1377

発達相談員が個別に相談に応じます。発達に不安があるこどもの様子に合わせて、育児のアドバイスを
します。予約が必要ですので、まずは保健師にご相談ください。

◇こどもの育ちが、ちょっと心配

●発達・育児相談 田辺児童館 ☎0774-63-1081

発達や育児全般についての相談を行っています。

■利用時間 火・木・金曜日 9：30～11：30／13：00～16：00（祝日・年末年始を除く）



●一時的保育事業

保護者が仕事や学校に行くとき、病気やけがで通院するとき、その他の理由で家庭での保育が
困難なときに、就学前のお子さんを一時的に保育室でお預かりする事業です。

実施園
河原こども園一時保育室

「ひまわり」
三山木保育所一時保育室

「さくらんぼ」
大住こども園一時保育室

「こりす」

所在地 河原神谷69 三山木中央五丁目４-1他 大住池平32-4

申込・問合せ先 0774-62-4377 0774-68-5588 0774-62-2355

時間（平日） 8：30～17：00（延長保育はなし）

時間（土曜日） 8：30～12：00（延長保育はなし）

6．こどもを預けたいとき
用事やリフレッシュ等でこどもをちょっとだけ見てほしいとき、事前に登録をしておくと利用が

スムーズです。利用開始までに必要な事柄が施設によって違いますので、直接ご確認ください。
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【市立】

実施園 松井ヶ丘保育園 こもれび みんなのき三山木こども園

所在地 山手東二丁目2ｰ7 同志社山手四丁目3ｰ1 三山木中央三丁目1-16

申込・問合せ先 0774ｰ63-2649 0774ｰ66-3949 0774ｰ65-3715

時間

（平日）

8：30～17：00

（延長保育はなし）

9:00～16:00
（延長保育はなし）

9:00～16:00

（延長保育はなし）

時間

（土曜日）

8：30～16：00

（延長保育はありません）

※土曜日は申込受付は行って

いません。

閉室 閉室

【私立】

■利用料、給食費等は別途徴収します。
■日曜日・祝日・年末年始（12／29～1／3）は閉室します。

●地域子育て支援センター内での一時預かり
地域子育て支援センター三山木 ☎0774-68-5570
地域子育て支援センター松井山手 ☎0774-64-0166
地域子育て支援センター三山木、松井山手内では、一時預かりを実施しています。

お買い物や保護者のリフレッシュなどに、利用していただけます。

■利用日 三山木：日～金曜日、松井山手：月～土曜日（祝日・年末年始を除く）
■利用時間 10：00～12：00／13：00～16：00
■利用上限 ２時間
■対象 生後６か月～2歳児（3歳に達する日以後の最初の3月31日まで）
■利用料 ５００円／時間（きょうだい同時利用の場合、1時間あたり２人目は２５０円、３人目以降は０円）

■事前登録の上、利用予約が必要です。詳しくは、地域子育て支援センター三山木、松井山手にお問い合わせ
ください。

公立保育所の一時保育室の利用予約は、WEBによる予約のみになります。事前に利用者ID登録が完了していない場合、
一時預かりの予約ができませんので、ご注意ください。詳細は、市HPをご確認ください。掲載ページはこちら→
公立保育所の一時保育室利用料の支払いは、現金のほか、クレジットカード決済・二次元コード決済が可能です。



●京田辺市シルバー人材センター育児支援班・家事援助班

☎0774-64-8822/FAX0774-68-2346 E-mail：kyotanabe@sjc.ne.jp

各種イベントの際の見守りや家庭内の清掃等の家事援助も行っています。詳細は、直接お問い合わせください。
■対象 乳児（応相談）～小学生

■利用時間 毎日 8：00～18：00（土、日、祝日も依頼者の希望に応じ対応）

■利用料 1,100円/時間＋事務費12％ ※1時間以内の作業であっても、1,100円＋事務費12％をいただきます。

■その他 ・送迎については、シルバー会員の自家用車での送迎はできません。

・ご家庭内での子守（ベビーシッター）業務はお受けできません。

●子育て短期支援事業ショートステイ 子育て支援課 ☎0774-64-7230
保護者が入院・出産・出張・育児疲れなどで一時的に保護が必要な小学生以下の児童を、児童福祉施設に

預けることができます。
■利用期間や料金等については、子育て支援課までお問い合わせください。

●病児保育 にっこにこ（浜口キッズクリニック） ☎090-8653-1581

市内在住の保育施設等に通うお子さんが病気中や病気の回復期で集団保育が困難であり、仕事などの事情
で保護者が保育できないときに、一時的にお預かりします。
■対象 病気・けが等で通常の保育が難しい生後6か月～小学6年生

（医師が利用できないと判断した場合は除きます）

■利用日 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

■利用時間 8：30～17：30

■定員 6人

■利用料金 2,000円 課税状況により減免有り

■その他 当日の朝の診察で、保育中の治療や隔離の必要性等について判断します。
昼食や持ち物等については、浜口キッズクリニックのホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。
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・やすらぎ保育園でも病児保育を実施しています。詳細は、園に直接お問い合わせください。
やすらぎ保育園（企業主導型保育事業）☎0774-65-3939

・サポートをお願いする場合、会員登録（無

料）をしてから利用開始までに事前の打ち

合わせが必要です。

・基本的にお子さんをまかせて会員宅で預か

ります（2か月～概ね12歳）。

・まかせて会員は、講習会の受講が必要です。

・2人目からは上記料金の半額になります。

●京田辺市ファミリー・サポート・センター ☎0774-62-1175/FAX0774-62-3933

✉famisapo@soyosapo.jp

子育て中の困った（お子さんの預かりや習い事の送迎等）を地域の方がお手伝いします。子育ての援助を受
けたい方（おねがい会員）と子育ての援助をしたい方（まかせて会員）がお互いに支えあう地域の活動です
（会員組織）。京田辺市がNPO法人そよかぜ子育てサポートに委託している事業です。

○おねがい会員 京田辺市に在住又は勤務し、生後２か月から概ね12歳のこどもがいる方

○まかせて会員 京田辺市に在住し、基本的に自宅でこどもを預かることができる方

○どっちも会員 おねがい会員、まかせて会員の両方を兼ねることができる方

■活動時間・報酬：平日（月～金）7：00～20：00 700円／時間

上記以外の時間、土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）800円／時間

■受付時間：月～金曜日 ９：０0～17：00（祝日・年末年始を除く）



7．いつもと様子が違うとき

●子ども医療電話相談 ☎＃８０００

つながらない場合は ☎075-661-5596

京都府では、看護師又は小児科医師が電話相談に対応するこども医療電話相談事業を実施しています。
夜間・休日・早朝など病院の開いていない時間帯に、急病や怪我などでこどものことが心配になった場合
には、全国統一番号である＃8000番に電話してください。

小さいこどもは、ちょっとしたことで体調を崩すことも多いです。いざというときのために、

夜間・休日の急病に対応してくれる医療機関や相談窓口をチェックしておきましょう。

●小児救急医療体制 （山城北医療圏）山城北保健所 ☎0774-21-2199/FAX0774-24-6215

京都府では、休日・夜間に小児専門医師による診察が受けられる小児救急医療体制を整備しています。

対 象 府内に住む１５歳未満のこども及びその家族等

実施期間 年中無休

相談時間
19：00～翌朝8：00
※土曜日（祝日・年末年始を除く）は、15：00～翌朝8：00
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月 火 水 木 金 土 日祝

宇治徳洲会病院
宇治市槙島町石橋145

（☎0774ｰ20-1111）
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

京都田辺中央病院
京田辺市田辺中央六丁目1-6 

（☎0774ｰ63-1111）
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

男山病院
八幡市男山泉19

（☎075-983-0001）
◎

◎：宇治徳洲会病院、京都田辺中央病院は、365日24時間小児救急当直体制を実施。
◎：男山病院は、平日金曜日の午後6時から翌朝8時まで小児救急当直体制を実施。



8．病気のとき

施設概要

八

幡

市

開 設 日
日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月31日

～1月3日）

診療科目 内科・小児科

受付時間 11：30～17：30（診察は12：00から）

場 所
八幡市八幡園内73-3（市役所北側 母子健康セ

ンター1階）

電 話 075-983-3001（要予約）

城

陽

市

開 設 日
日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月31日

～1月3日）

診療科目 内科・小児科

受付時間
9：50～11：30／13：00 ～16：30（診察は

10：00～12：00／13：00～17：00）

場 所
城陽市富野久保田1-1（城陽市保健センター1階

西側部分）

電 話 0774-55-1112（要予約）

宇

治

市

開 設 日
日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月31日

～1月3日。歯科は12月29日～1月3日）

診療科目 内科・小児科・歯科

受付時間

内科・

小児科

9：00～11：00／12：30～16：00

（診察は10：00～12：00／13：00

～17：00）

歯科

9：30～11：30／13：00～14：30

（診察は10：00～12：00／13：00

～15：00）

場 所 宇治市宇治下居13-2 うじ安心館5階

電 話 0774-39-9376（内科・小児科のみ要予約）

●休日応急診療所 平日の問合せ先：健康推進課 ☎0774-64-1335

施設概要

場 所 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 京都府医師会館1階

電 話 075-354-6021

診療科目 診療日 受付時間

小児科

平 日 20：00～23：00

土曜日
14：00～17：00
18：00～翌8：00

日曜日・祝日

8月15日・16日

12月29日～1月3日

10：00～17：00
18：00～23：00

内科・眼科

土曜日 18：00～22：00

日曜日・祝日

8月15日・16日

12月29日～1月3日

10：00～17：00
18：00～22：00

耳鼻咽喉科

日曜日・祝日

8月15日・16日

12月29日～1月3日

10：00～17：00

様子がおかしいなと思ったら、早めに診てもらうようにしましょう。受診される場合は

「健康保険証」及び「子育て支援医療費受給者証」を持参してください。

休日等の急な病気に対する応急的な診療を行います。翌日、または休日明けには必ずかかりつけ医や医療

機関を受診してください。
お薬は、1日分または休日分の処方です。「けが」や「やけど」などの外科的な疾患は診察できません。
また、予防的な医療、電話での医療相談も行っておりません。

京都市急病診療所近隣市応急診療所
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開 設 日 :日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月31日～1月3日）
診療科目：内科・小児科（当日出務の医師により、0～6歳の診察ができない場合があります。）
受付時間：8：30～14：30（診察は９：００から）
場 所：京田辺市田辺78 京田辺市保健センター1階 市役所庁舎東側（京田辺市消防署北側）
電 話：0774ｰ63-2662（応急診療所開設時）

当日電話予約制

京田辺市休日応急診療所

場 所
京都市中京区西ノ京東栂尾町1

京都府歯科医師会口腔保健センター1階

電 話 075-812-8493

診療科目 診療日 受付時間

歯科

日曜日・祝日

8月15日・16日

12月29日～1月4日

10：00～17：00

京都市休日急病歯科中央診療所



●市内協力医療機関
医療機関名 住 所 電話番号 診療科目

なお眼科クリニック 山手西2-2-3 日東西ビル1Ｆ 64-3300 眼

京都耳鼻咽喉音聲手術医院 本院 山手西2-2-3 日東西ビル2Ｆ・3Ｆ 64-0789 耳

ちゅうしょクリニック 山手西2-2-10 日東センタービル2F 68-1002 内

もり小児科クリニック 山手西2-2-10 日東センタービル3F 64-7168 小

伊藤皮フ科 山手東1-2-3 丸若ビル1F 64-6920 皮

こじまレディースクリニック 山手東1-2-6 64-3365 産・婦

新田クリニック 山手東1-6-2 ハチセンビル2号館1F 62-1120 内・胃

私立山手中央診療所 山手南1-3-1 64-0770 内・外

やつい眼科クリニック 山手中央1-2松井山手駅前ビル303 64-7117 眼

まるやま整形外科 山手中央1-12 SJビル2F 68-6556 整・リハ

浜口キッズクリニック 松井ケ丘3-1-9 68-1581 小

伊原内科医院 松井ケ丘4-3-16 62-6448 内・消内・循・漢

近藤整形外科クリニック 花住坂1-12-4 65-2570 整

さわい内科医院 花住坂1-65-13 63-7025 内

八木医院 大住ケ丘3-17-3 62-6792 小

村上クリニック 大住ケ丘4-6-6 64-8888 耳

おかもと医院 大住大欠7-1 64-7380 内

芳野医院 大住関屋7-6 62-0051 内

田畑医院 薪小欠21 65-4728 内・呼内・循

川東整形外科 薪茶屋前31 64-7211 整・リハ・リウ

京都田辺記念病院 田辺戸絶1 63-1112 内・透・リハ

たけむらクリニック 田辺中央4-2-15 Die Naturビル2F 64-7870 内・消内

京都田辺中央病院 田辺中央６-1-６ 63-1111

内・外・消内・消外・呼内・
呼外・循・腎・糖・透・血・
神・脳外・乳外・整・形・リ
ハ・リウ・精・眼・耳・皮・
尿・肛・漢・麻・救・X・産・
婦・小・小外

浜耳鼻咽喉科医院 田辺中央6-3-1近鉄新田辺西ビル３F 62-2232 耳・アレ

安渕眼科医院 田辺中央6-3-1近鉄新田辺西ビル６F 65-2440 眼

田辺中央クリニック 田辺中央6-3-1 マジェスティセントラルビル2F 62-2225 内・皮

山田医院 河原神谷11-8 63-0315 整

新田辺診療所 河原受田46-1 64-0617 心内・精

寺島クリニック 河原御影30-40 63-2334 消内・リハ・肛

しおたに眼科 河原御影30-52 62-6200 眼

三村小児科医院 河原食田10-5 62-0735 小

五十嵐こころのクリニック 河原神谷７ｰ１ 68-2201 心内・精

あめの医院 河原神谷8-12 68-5050 外・胃

井出産婦人科 東西神屋43 65-4433 産・婦
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市外局番は0774です。



医療機関名 住 所 電話番号 診療科目

松井ヶ丘はっとり歯科 松井ケ丘1-12-1 64-4182 歯

青木歯科 松井ケ丘3-1-5 1F 64-0518 歯

辰巳歯科医院 山手東1-2-7 クリニックステーション2F 63-4178 歯

吉田歯科医院 山手南2-2-3 コパン大崎ビル201号 63-6353 歯

古市歯科医院 山手南2-1-3 ハチセンビル3号館201号 65-5725 歯

秋田歯科 山手中央1-12 松井山手SJビル303号 65-2223 歯

やました歯科医院 山手西1-2-9 34-5454 歯

立本歯科医院 花住坂1-23-10 65-3987 歯

わたせ歯科医院 花住坂1-2-5 65-2155 歯

乃村歯科医院 大住ケ丘1-16-1 63-2386 歯

米田歯科医院 大住大欠7-11 63-6746 歯

さかうえ歯科 大住関屋16-1 64-3222 歯

スギモト歯科医院 田辺中央1-2-11 アトリオパーク2F 0120-76-3718 歯

松原歯科医院 田辺中央3-1-15 62-0418 歯

織田歯科医院 田辺中央6-3-1 近鉄新田辺西ビル3F 65-1188 歯

はっとり矯正歯科 田辺中央5-1-4 カサ・デル・アダージョ1F 63-2800 歯

三宅歯科医院 田辺中央4-3-7 65-3435 歯

池田歯科医院 河原御影15-6 63-1234 歯

大西歯科医院 河原御影30-14 62-2304 歯

岡崎歯科医院 河原平田8-18 62-4525 歯

ふくしま小児歯科医院 河原御影30-26 新田辺Fビル2F 63-1313 歯

おおはた歯科クリニック 河原北口21-1 エクセルハイツ新田辺106号 26-2798 歯

石田歯科診療所 東西神屋33-4 63-3082 歯

辻歯科診療所 興戸塚ノ本78-7 63-7761 歯

せきにし歯科医院 興戸和井田1-4 63-5151 歯

同志社前せきにし歯科 三山木垣ノ内58-3 62-6001 歯

いのくま歯科クリニック 三山木野神56-7 62-1182 歯

牧草歯科医院 三山木中央4-3-11 62-5210 歯

●市内協力医療機関（歯科）

医療機関名 住 所 電話番号 診療科目

うえむら内科医院 興戸東垣内85-5 79-0114 内

岡本医院 草内穴口7 63-5775 内・アレ

田辺病院 飯岡南原55 62-0817 内・精

よしだこどもクリニック 三山木中央1-9-3 アイル三山木スクエア1F 66-5707 小

谷村医院 三山木中央2-3-14 62-0221 耳

三山木中央クリニック 三山木中央3-3-5 63-8001 内

まつまえ循環器内科クリニック 三山木中央4-2-8 三山木クリニックモール1F 66-7971 内・循

いわた整形外科クリニック 三山木中央4-2-8 三山木クリニックモール2F 66-1773 整・リハ

三山木診療所 三山木中央4-6-6 63-5584 精

高橋医院 三山木中央6-3-1 62-1216 内

えくにレディスクリニック 同志社山手1-1-1 フォレストモール京田辺 66-4549 産・婦

同志社山手病院 同志社山手2-2 63-1113 内・脳内・小
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内 ：内科
外 ：外科
胃 ：胃腸科
消内：消化器内科
消外：消化器外科
呼内：呼吸器内科
呼外：呼吸器外科
循 ：循環器内科
腎 ：腎臓内科
糖 ：糖尿病内科
透 ：人工透析内科
血 ：血液内科
神 ：神経内科
脳内：脳神経内科
脳外：脳神経外科
乳外：乳腺外科
整 ：整形外科
形 ：形成外科
リハ：リハビリテーション科

リウ：リウマチ科
心内：心療内科
精 ：精神科
眼 ：眼科
耳 ：耳鼻咽喉科
皮 ：皮膚科
尿 ：泌尿器科
肛 ：肛門外科
アレ：アレルギー科
漢 ：漢方内科
麻 ：麻酔科
救 ：救急科
Ｘ ：放射線科
産 ：産科
婦 ：婦人科
小 ：小児科
小外：小児外科
歯 ：歯科

市外局番は0774です。


